
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令和 3年度 事 業 報 告 書
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事業の成果

新型コロナウィルスの感染拡大の影響により、予定していた活動の多くは中止とした。その中で

令和4年 1月 及び3月 に中学生を対象としたバレーボール教室及び指導者講習会を各 1日 開催し、

技術の向上と指導上の注意点等について意見交換及び講習を行った。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 1  7】 千円)
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中学校のバレーボール部
員対象に技術講習会を開
催 した。また、指導者に対
する指導上のポイン トを
伝える講習会を開催した。
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書式第 13号 (法第 28条関係 )

令和3年度 活動計算書 (その他事業が生上場合)
特定非営利活動法人学校教育・スポーツ教育指導法開発研究会

事 業 報 告 用

金   薗 小 肝・ 合 計

正会員受取会費
賛助会員受取会費

60,000
0

α,αЮ

受取寄附金
施設等受入評価益

2

受取補助金
取

学校教育及びスポーツ教育の充実を図る事業収益
学校教育及びスポーツ教育に関わる指導者の育成を国る事業収益

4
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0

7.000

受取利息

5

A
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1

1

2

役員報目
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

給料手当
役員報目
退職給付費用
福利厚生費
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書式第 15号 (法第 28条関係 )
事 業 報 告 用

特定非営利活動法人学校教育・スポーツ教育指導法開発研究会

令和 3年度 貸借対照表

科 目 金   鯖 小計・ 合計

(3)

A の

1

2

1

そ

什器備品

形

現金預金

未収金

(2)無形固定責産
ソフ トウェア

67,000
0

67.000

67.000
ｎ

）

【A】 資 産 合 計 ①+② 67,000

長期借入金

の

2

+

1

B-1

未払金

預 り金

B-2 の正

立時正

正 67.000
67_000

67,000【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】
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式 16号 28

令和 3年度  計算書類の注配 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人学校教育・スポーツ教育指導法開発研究会

重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年 7月 20日  2017年 12月 12日 最終改正 NPO法人会計基準協会)に よっています。

2.事 業別損益の状況

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

事業費と管理費の按分方法

管理費の接分は無し

科 目
学校教育及びスポーツ

教育の充実を図る事業

学校教育及びスポーツ
教育に関わる指導者の

育成を図る事業

事業部門計 管理部門 合計

7,000 7,000

60,000 60,000

7,000

7.000 60,000 67.0007,000

7.000 7,000 60,000 67,000

I 経常収益
1.受取会費
2 受取寄附金
3.受取助成金等
4.事業収益
5.その他収益
経常収益計
Ⅱ 経常費用
(|〉 人件費
給料手当

投貫報酬
1■職給付費用
福利厚生費

人件費計
(2)そ の他経費
会議費
旅費交通費
施設等評価費用

減価償却費
印刷製本費

その他経費計
経常費用計

当期経常増減額



書式第 17号 (法第 28条関係 )

令和 3年度 財産目録
事 業 報 告 用

特定非営利活動法人学校教育・スポーツ教育指導法開発研究会
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書式第 18号 (法第 28条関係)

令和 3年度年間役員名簿

事 業 報 告 用
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令和 3年 4月 5日

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)
役員について、親族の規定に違反していません。 (法第21条関係 )

2 役員一覧

匡コ・監事4

6
フカヤ  キョウシ

゛
月

　

月

年

　

年
巨コ・監事

深谷 恭司 令和 4年 3月 31日

役 名
どちらかにO

(フ リガナ)

氏    名

前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間

(該当者のみに記入)

巨コ・監事
クヤマ

菊 山

ナオユキ

直幸

令和 3年 4月 5日

令和 4年 3月 31日

年  月  日

4=   月   日

・監事□
ヤマタ
゛
  ミノル

Lu田 稔

令和 3年 4月 5日

令アロ4年 3月 31日

日

■

年

年

月

　

月

□ ・監事

角杉美恵子

カト
゛
スキ
゛
  ミエコ 令和 3年 4月 5日

令和 4年 3月 31日

年  月  日

4=   月   日

星野 実

令和 3年 4月 5日

令和 4年 3月 31日

年  月  日

年  月  日

□ ・監事

野口 敏朗

ノク・チ  トンロウ 令和 3年 4月 5日

令和 4年 3月 31日

年

年

月

　

月

日

　

　

日

巨]・ 監事
アベ  タカユキ

阿部 隆行

令和 3年 4月 5日

令和 4年 3月 31日

年  月  日

年  月  日

・監事□
ヤマタ
゛
  カイ

山田 1夫

令和 3年 4月 5日

令和 4年 3月 31日

年  月  日

奪=   月   日

ｑ

レ 理事
。
□

早川 祐二

ハヤカワ  ユウシ・ 日

日

令和 3年 4月 5日

令和 4年 3月 31日 月年

年   月

理事・□

チョウ  マサシ

長 正史

令和 3年 4月 5日

令和 4年 3月 31日

年:   月   日

年  月  日
10

口以

日各

ホシノ  ミノル

1

|



設立・事業報告用
書式第4号 (法第 10条 。第 28条関係 )

3 角杉 美恵子

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿 )

特定非営利活動法人学校教育・スポーツ教育指導法開発研究会

氏    名

1
菊山 直幸

2 山
田  稔

4 星野  実

5

|

野口 敏朗

6 深谷 恭司

7 阿部 隆行

8
山田  快

9 早川 祐

10 長 正史
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